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１総括

ＩＴ－蓮一言可

政務調査費は、地方自治法第１００条第１４項及び第１５項並びに愛知県議会にお

ける政務調査費の交付に関する条例（以下「条例」という。）等の規定に基づき、愛

知県議会（以下「議会」という。）の議員の調査研究に資するための必要な経費の一

部として、議会における会派及び議員に対して、公費として交付されるものである。

したがって、交付された政務調査費は、愛知県政（以下「県政」という。）に関連

して会派及び議員が行う調査研究活動に要する経費に対して適切に充当されなけれ

ばならない。

ついては、議会としてその使途内容を明確にするため、このマニュアルを策定し、

適正な執行に資することとした。

なお、ここに示した内容は、政務調査費を執行する場合の基本原則と、それに沿っ

た使途項目ごとの活動。経費例示及び留意点などであり、個々の執行にあたっては、

これらを参考に、個別に判断し、実施されるものである。

尼一墓禾原頁i可

政務調査費として執行するにあたっては、次の原則に基づき行うものとする。

(1)執行上の原則

ア県政との関連性があること。

県政に関する課題や問題点についての調査研究活動に資するために必要な経

費に充当するものである。

イ活動の必要性や金額・態様に妥当性があること。

調査研究活動は、議会としての役割を果たす上で必要不可欠のものであり、そ

の支出内容は､金額、態様、範囲とも社会通念上妥当なものでなければならない。

ウ領収書その他の書類等(以下「証票類等」という。）の客観的証拠があり、活動

内容が説明可能なこと。

調査研究活動の内容や執行状況を客観的に説明できるように、会計帳簿や証票

類等が調製、整理、保管されていることが必要である。

エ実費に充当するものであること。

原則として､調査研究活動に要した費用の実費に充当するものである。ただし、

他の費用と混在し、分離することが不可能な場合は、按分をするなどし、要した

対象経費を算出する必要がある。

(2)説明責任の原則（透明性の確保）

会派及び議員は、公費の執行であり、適正な執行であることを説明する責任があ

ることから、次の事項に十分留意するものとする。
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ア会計帳簿等の調製等

活動内容の執行状況を客観的に説明できる会計帳簿や証票類等を整え、必要に

応じていつでも提示できるようにする。

イ執行の透明性の確保

執行内容の透明性を図るため、収支報告書を作成、提出するにあたっては、全

ての支出に係る領収書又は支払証明書（以下「領収書等」という。）の写しを添

付するとともに、収支報告書と併せて閲覧に供する。

２使途項目の内容

政務調査費を充当できる経費について、使途項目ごとに、使途内容、活動・経費例

示及び留意点を記載する。

なお、ここに示す活動・経費例示は、あくまでも例示であり、これ以外のものであ

っても、支出内容が政務調査費の目的に合致しており、金額、態様なども社会通念上

妥当な範囲内のものであり、対外的にもその説明ができるものであれば、支出するこ

とは可能である。

また、留意点については､経費内容が同じ場合は､使途項目間で同様に適用される。

１調査研究費

(1)使途内容

会派及び議員が行う県の事務及び地方行財政に関する調査研究及び調査委託に

要する調査委託費、交通費、宿泊費等の経費

(2)活動・経費例示

次に掲げる活動に支出する交通費（鉄道賃、航空賃、車賃（タクシー等）、有料

道路料金、駐車場料金、自家用車の燃料代）、宿泊費、郵送料、研究会会費、調査

委託費などが該当する。

ア県内・県外・海外調査、執行部からの説明及び意見交換会

イ識者等との意見・情報交換

ウ情報収集及び要望活動

エ各種調査委託

オ県政関係の議員連盟、各種研究会等の会費

(3)留意点

ア議会活動として、別途費用弁償が支給される場合は、これに重複又は上乗せし

て政務調査費を充当することはできない（例：本会議、委員会等に出席するため

議事堂に登庁するにあたり新幹線を利用した場合に、費用弁償で支給される鉄道

運賃以外の特急料金等を政務調査費で充当することはできない。）。また、居住

地が名古屋市内にある議員が本会議、委員会等のため議事堂へ登庁する場合の旅
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費にも、政務調査費を充当することはできない。

イ交通費としては、鉄道賃、航空賃、自家用車燃料代、有料道路代、タクシー料

金等の実費がある（なお、自家用車を利用した場合は、職員等の旅費に関する条

例第１７条第２項第１号を準用し、１kmあたり２５円の車賃を実費とみなすこと

もできる。）。

ウ宿泊費については、朝食・夕食を含んだ実費とし、上限は設けないが、支出内

容については、社会通念上妥当な範囲内であることに留意する。

エ外部への調査研究委託については、契約書、成果物などによる実績確認ができ

ることが必要である。

オ調査研究の活動内容が説明できる書類としては、会議等開催通知、案内状、報

告書等が該当し、これらを整理保管しておく必要がある。

厄~一雨1彦賓可

(1)使途内容

ア会派が行う研修会、講演会等の実施に要する会場・機材借上費、講師謝金等の

経費並びに他団体が開催する研修会、講演会等への所属議員及び会派の調査研究

を補助する職員の参加に要する会費、交通費、宿泊費等の経費

イ議員が行う研修会、講演会等の実施に要する会場・機材借上費、講師謝金等の

経費並びに他団体が開催する研修会、講演会等への議員及びその調査研究を補助

する職員の参加に要する会費、交通費、宿泊費等の経費

(2)活動・経費例示

次に掲げる活動に支出する会場費、機材借上費、資料印刷費、講師謝金、会議用

茶菓代・弁当代等、交通費、宿泊費、会費、参加負担金などが該当する。

ア研修会、講演会、フォーラム等の実施

イ他団体が開催する研修会、講演会、フォーラム等への参加

(3)留意点

ア交通費については、「１調査研究費」と同じ。

イ宿泊費については、「ｌ調査研究費」と同じ。

ウ研修会・講演会等における講師以外の参加者への弁当代には充当できない。

エ会費等については､その団体の活動内容や実態が政務調査活動に適うことが必

要である。例えば、団体の活動総体が政務調査活動に寄与しない場合のその団体

への会費、私的な立場で加入している団体の会費（町内会費、ＰＴＡ会費、婦人

会費、商工会費、ライオンズ・ロータリークラブ会費など）、政党（県連等）本

来の活動に伴う党大会費・党費・党大会賛助金、議会内の親睦団体の会費、他の

議員の後援会や祝賀会に出席する会費、宗教団体の会費、冠婚葬祭の会費（結婚

式の会費、祝賀会の会費、祭りの経費負担など）、意見交換を伴わない会合の会
費などに対する支出は認められない。
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尼一委譲賓司

(1)使途内容

会派及び議員が行う各種会議に要する会場・機材借上費、資料印刷費等の経費

(2)活動・経費例示

次に掲げる活動に支出する会場費、機材借上費、資料印刷費、講師謝金、会議用

茶菓代・弁当代等などが該当する。

ア各種会議

イ各種打合せ

ウ各種検討会

エ県政報告会、要望聴取・意見交換会

(3)留意点

ア自己主催の研修会や報告会・会議等において、議員の選挙区内にある者に対す

る食事や飲食の提供は、公職選挙法で禁止されている「寄附」にあたるので留意

すること。ただし、茶菓を提供することは差し支えない。

イ県政報告会等については、住民の県政に関する要望、意見の吸収に資するもの

である必要がある。

ウ会議等に伴う会食等については、会議等と一体性・必然性を持つものに限るも

のとし、その限度額は１人１万円とする。

エ議員のみで開催する会議等での食事代には充当できない。ただし、飲物代に充

当することは差し支えない。

４資料作成費

(1)使途内容

会派及び議員が行う調査研究に必要な資料の作成に要する印刷・製本代、原稿料

等の経費

(2)活動・経費の例示

調査研究に必要な資料の作成等に要する印刷・製本代、原稿料、コピー代などが

該当する。

(3)留意点

作成した資料については、整理保管しておく必要がある。

５資料購入費

(1)使途内容

会派及び議員が行う調査研究に必要な図書・資料等の購入に要する書籍購入代、

新聞雑誌購読料等の経費

(2)活動・経費例示
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1石－７雨賓司

(1)使途内容

会派及び議員が行う議会活動及び県政に関する政策等の広報に要する広報紙･報

告書等印刷費、送料、交通費等の経費

(2)活動・経費例示

次に掲げる活動に支出する印刷製本費、郵送料、ホームページの作成・更新委託

などが該当する。

ア議会活動広報紙の発行

イ報告書 の 発 行

ウホームページによる広報活動

(3)留意点

広報の内容については、議会活動報告､県政の施策に関する報告など、住民の意

見を議会活動に反映させることを目的とするものであることが必要である。

｢７－雲霧詞

(1)使途内容

ア会派が行う調査研究に係る事務の遂行に要する事務用品・備品購入費、通信費
等の経費

イ議員が行う調査研究に係る事務の遂行に要する事務用品･備品購入費､通信費、

事務所費及び自動車リース料等の経費

(2)活動・経費例示

事務用品・備品の購入、事務機器の購入及びリース、電話（携帯電話を含む。）

の使用、インターネット接続契約、事務所の賃借料及び管理運営費（光熱水費等）、
自動車のリースなどが該当する。

(3)留意点

ア購入・リースするものについては、調査研究活動に対する有用性が高く、一般

的に直接必要と認められるものであることが必要である。

イ資産形成につながるようなものの購入は認められない。

ウ自動車の購入や車検・保険等の維持費については、資産形成につながるため、
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書籍の購入、新聞雑誌の購読、参考資料の購入などが該当する。

(3)留意点

ア購入部数については、社会通念上相当と認められる部数とする。

イー般に娯楽性が高いと判断される週刊誌等の雑誌類、スポーツ新聞等の経費に

は、特段の事情がない限り充当できない。

ウ購入した書籍等の名称が領収書、レシートに記載されていない場合は、名称を

領収書整理票（様式３）に付記しておく。



充当は認められない。

エ自動車のリース料については、議員の活動の多面的な性格はもとより、他の活

動にも使用できる自動車の性格を踏まえ、按分による支出とし、適用する按分割

合は、使用実績に応じたものとする。

なお、充当できるリース車は１台とし、その充当金額については年間８０万円

を上限とする（自動車リースを業とする会社からの契約に限る。また、任意保険

料や違約金等は対象外とする。）。

オ事務所の要件としては、外形上の形態を有し、応接・事務スペースや事務用備

品等を有していること、実際に議員の調査研究に使用されていること等が必要で

ある。

力事務所費としては、事務所の光熱水費、接客用附設駐車場借上料、清掃・警備

委託、小修繕等が認められる。

キ事務所の購入については、充当は認められない。また、自己（生計を一にして

いる親族も含む。）所有の事務所に賃借料相当を計上することも認められない。

尼一ﾌq牢賓可

(1)使途内容

会派及び議員が行う調査研究を補助する職員の雇用に要する給料､手当、社会保険

料､賃金等の経費

(2)活動･経費例示

調査研究を補助する職員(常勤､臨時､アルバイト等)の雇用に関する費用(給料､各

種手当、賃金､社会保険料など)が該当する。

(3)留意点

ア雇用単価については､社会通念上妥当な範囲内である必要がある。

イ雇用実態等を明確にする雇用契約書､勤務実績表､給与支払簿等を備えることが必

要である。

ウ人件費における政務調査費の充当額の算出については､被雇用者の勤務実態に

合わせるものとし､政務調査とその他の業務が併存している場合は､政務調査にあたる

従事割合を勘案して按分により政務調査費の充当額を算出するものとする。

エ親族の雇用にあたっては､疑義が生じることがないよう､雇用条件等を明確にすると

ともに､税務上の手続きに留意する必要がある。

第３充当がフこ適当な経費

明らかに政務調査費を充当することが認められない経費を例示として示すと次の

とおりとなる。

なお、これら経費と政務調査費が充当できる経費とが混在する場合もありうるが、
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その場合は、後述するように、按分の方法を取ることができる。

１政党活動経費

主に政党活動と認められる経費については、政務調査費を充当することはできな

い。具体的な事例を例示すると次のとおりである。

ア党大会の出席に要する経費及び党大会賛助金等に要する経費

イ政党活動、県連活動に要する経費

ウ政党の広報誌、パンフレット、ビラ等の印刷及び発送等に要する経費

エ政党組織の事務所の設置及び維持に要する経費（人件費を含む。）

２選挙活動経費

主に選挙活動と認められる経費については､政務調査費を充当することはできない｡具

体的な事例を例示すると次のとおりである。

ア自ら又は応援する者等の選挙に直接結びつく運動･活動に要する経費

イ自ら又は応援する者等の選挙に関するパンフレット、ビラ、ポスター等の印刷、

発送、貼付等に要する経費

ウ自ら又は応援する者等の選挙のための事務所の設置及び維持に要する経費（人

件費を含む。）

３後援会活動経費

主に後援会活動と認められる経費については、政務調査費を充当することはできな

い。具体的な事例を例示すると次のとおりである．

ア後援会の広報誌、パンフレット、ビラ等の印刷及び発送等に要する経費

イ後援会事務所の設置及び維持に要する経費（人件費を含む。）

ウ後援会主催の「県政報告会」等の開催に要する経費

巨一諏砺費~可
個人的な支出や個人的な資産形成に結びつくと認められる経費については、政務調

査費を充当することはできない。具体的な事例を例示すると次のとおりである。

ア香典、祝金、寸志等の冠婚葬祭や祝賀会の出席に要する経費

イ病気見舞い、賎別、中元・歳暮、電報、年賀状の購入・印刷等の儀礼に要する
経費

ウ檀家総代会、報恩講、宮参り等の宗教活動に要する経費

エ観光、レクリエーション、私的な旅行等に要する経費

オ親睦会又は飲食を主たる目的とした会合、レクリエーション大会等の開催及び

－７－



参加に要する経費

力他の団体の役職を兼ねている場合においての、その団体の理事会、役員会及び

総会等への出席に要する経費

キ事務所として使用する不動産の購入、建設工事への支出

ク自動車の購入及び維持管理に要する経費

５その他適当でない経費

その他、調査研究活動の実態を伴わないと思われる経費などについては、政務調査

費を充当することはできない。具体的な事例を例示すると次のとおりである。

ア挨拶、会食やテープカットヘの出席（ただし、意見交換等を伴う場合は除く。）

に要する経費

イ公職選挙法等の法令の制限に抵触する経費

ウ調査研究活動において直接必要としない備品の購入に要する経費

４按分の考え方

会派や議員の活動は、議会活動、政党活動、選挙活動等と多種多様であり、一つの

活動が政務調査費の対象となる調査研究活動とその他の活動の両方の性格を有して

いる場合が多く見られる。

したがって、政務調査費の対象となる調査研究活動とその他の活動とを分け、それ

ぞれの経費を分離することが望ましいが、それが困難な場合は、活動に要した費用の

全額を、各活動の実績に応じて按分し、充当することとする。

なお、以下に示す按分方法以外に妥当な按分方法がある場合は、それによることが

できる。

(1)政務調査費の対象となる調査研究活動とその他の活動に要した活動時間の割合

で按分する。

(2)政務調査費の対象となる調査研究活動とその他の活動に要した面積割合で按分
する。

(3)政務調査費の対象となる調査研究活動とその他の活動に要した使用実績で按分
する。

(4)上記要素が重なる場合は、重複して按分する。

(5)なお、按分した場合は、按分率の積算根拠を明確にするとともに会計帳簿や証

票類等に、按分の割合及び当該按分の割合に基づく政務調査費の支出額を付記する
ものとする。
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５会計 処 理

１会計処理方法

(1)収入処理

条例第７条第１項に基づき、原則として毎月５日までに、知事に対して当月分の

政務調査費の請求をする。

この請求に基づき、知事から政務調査費の交付があった場合は、政務調査費出納

簿（様式１）に記載する。

その他、政務調査費を一時的に銀行等に預けた場合に、利息等が付けば、その旨

も政務調査費出納簿（様式１）に記載する。

政務調査費出納簿（様式１）の保存期間は、条例第９条第１項、第２項又は第３

項の収支報告書提出期限の翌日から起算して５年を経過する日までとする（会派が

解散した場合、議員が議員でなくなった場合も同様である。）。

(2)執行処理

政務調査費の執行にあたっては、政務調査費出納簿（様式１）、政務調査費出納

補助簿（様式２）、領収書整理票（様式３）、支払証明書（様式４）等の会計帳簿

や証票類等を調製、整理、保管しておく。

政務調査費出納補助簿（様式２）には、会議開催通知、案内状、配付資料、応対

・者の名刺、作成印刷物など支出の内容を裏付けるものを添付する。

証票類は、領収書を原則とするが、振込金受領書、通帳の写し、レシートによる

こともできる。なお、これらを徴収できない場合に限って、支払証明書(様式４）

をもって代えることができる。

マナカ等の電子マネー機能付きＩＣカード乗車券を使用した場合は、履歴を印字

したものを証票類とするか､又は使用区間､運賃等を記録し支払証明書に記載する。

口座振替払の通帳の写しを提出する場合は、支払内容が確認できる契約書等の資
料を、収支報告書提出時に議長に提示する。

領収書等の記載内容だけでは、政務調査活動との関連性が明らかでない場合は、

領収書整理票（様式３）に具体的な内容を記入する。

按分を行った場合は、按分率の積算根拠を明確にするとともに、会計帳簿、証票

類等に、按分の割合及び当該按分の割合に基づく政務調査費の支出額を付記する。

なお、政務調査費をもって利殖を図る行為は認められない。支給金を銀行等に預
ける場合は、一時的な保管のため以外には認められない。

会計帳簿、証票類等の保存期間は、条例第９条第１項、第２項又は第３項の収支

報告書提出期限の翌日から起算して５年を経過する日までとする（会派が解散した
場合、議員が議員でなくなった場合も同様である。）。

(3)精算方法

毎年度、会派及び議員は、交付された政務調査費に残金が生じた場合は、収支報
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告書を提出する時にあわせて、県に返還する。

尼一応函需司

政務調査費の交付を受けた会派及び議員は、毎年度４月３０日までに、前年度の収

支報告書を作成し、議長に提出する。また、その際、領収書等については領収書整理

票（様式３）又は支払証明書（様式４）に使途項目ごとに整理の上、これらの写しを

収支報告書に添付する。

なお、会派が解散したとき又は議員が議員でなくなったときは、解散した日又は議

員でなくなった日の属する月までの上記書類を、その翌月の末日までに議長に提出す

る。

３議長調査権

条例第１０条に基づき、議長は、会派及び議員から収支報告書等の提出を受けた場

合は、必要に応じて、各会派及び議員の政治活動の自由に影響を及ぼさないよう十分

これを尊重しつつ､収支報告書等の内容の報告を求めたり､会計帳簿及び証票類等(各

会派及び議員の政治活動の自由に影響を及ぼすおそれのある証票類等を除く。）の提

示を求め、調査することができる。

調査の結果、使途基準に合致しない支出があった場合は、議長は、会派及び議員に

収支報告書等の是正を求める。

なお、領収書等の内容から不適切な執行であると認めた場合や、領収書等の添付が

なく使途基準に従っていたかどうかの判断ができない場合などにおいては、その支出

については、残余とみなすこととなる。
、

第６１5報公開

(1)公開情報・公開方法

議長に提出された収支報告書及びそれに添付された領収書等の写しについては、

条例等に基づき、議会図書室において閲覧に供される。

また、情報公開の対象となるため、情報公開請求により写しの請求があった場合

は、提供することとなる。

(2)非公開情報・非公開方法

収支報告書に添付される領収書等の写しに、条例第１２条第３項に規定する非開

示情報が記載されている場合には、会派及び議員の活動に著しい支障を及ぼすおそ

れのある情報については、議長への提出の際に、マスキング(黒塗り)するなどの処

置を行い、それ以外の非開示情報については、提出後に議長においてマスキングの

処置を行うこととなる。
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会派用…………………･………………様式４－(1)

７様式

１政務調査費出納簿（様式１）

（１）会派用……………･…………･…･…・…様式１－(1)

（２）議員用･･･…………………･……………様式１－(2)

２政務調査費出納補助簿（様式２）

（１）会派用………･…………………………様式２－(1)

（２）議員用…･……………･……･…･………様式２－(2)

３領収書整理票（様式３）

（１）会派用…………･……･…..……………様式３－(1)

（２）議員用･…………………………･……・・様式３－(2)

４支払証明書（様式４）

(1)

(2) 議員用｡．………… …･…………･………様式４－ (2)

一

一
。
■
■
■
■
一

つ
■
■
■
■
早

一



様式１－(1) (会派名： ）

一
』

政務調査費出納簿（月分）

※内容欄には､政務鯛査活動が特定できるように､年月日､場所､活動内容などが明確になるように配載する。
※支出金額は､按分後の金額(政務鯛査貴を充当する金額)を記載する。
※按分した場合は､按分率を備考欄に配載する。

※年月日は､収支事実のあった年月日を記戯する。．

整理
番号

年月日 内容 収入 支出
支仙

使途項Ｉ

飼査研究受 研修饗 会璽蜜 資料作成量

内訳

ﾖ別内訳

資料購入費 広報費 事務饗 人件愛

残額 備考

月合計



政務調査費出納簿（月分）
様式１－(2) (議員名： ）

一
四

-８

※内容欄には､政務鯛査活動が特定できるように､年月日、場所､活動内容などが明確になるように記戦する。
※支出金額は､按分後の金額(政務鯛査費を充当する金額)を記戦する。
※按分した場合は､按分率を備考欄に記戦する。

妬、一グコ胃０ー、やＬ=巳李フミ￥グロＪジダー÷グコＨ廼蝕些事又うむ"。

整理

番号
年月日 内容 収入 支出

使途項Ｉ

鯛査研究費 研修費 会塵費 資料作成費

ﾖ別内訳

資料購入費 広報費 事務費 人件費
残額 備考

月合計



宝

政務調査費出納補助簿（月分）
様式２－(1) (会派名：

整理番号 年月日 内 容 備考(添付書類）

※整理番号は､該当する出納簿の整理番号を記載する。
※内容には､出納簿の記載だけでは不明な詳細内容について記載する。
※備考(添付喜類)は､内容を裏付けるもの(案内状､名刺､配布資料､作成印刷物など｡ただし､領収書等は除く｡)を添付した場合に､添付の旨を記載する。

）



一
画

様式２－(2) ）(議員名：

政務調査費出納補助簿（月分）

※内容には､出納簿の記載だけでは不明な詳細内容について記載する。
※備考(添付書類)は､内容を裏付けるもの(案内状､名刺､配布資料､作成印刷物など｡ただし､領収書等は除く｡)を添付した場合に､添付の旨を記載する。

※整理番号は､該当する出納簿の整理番号を記載する。

整理番号 年月日 内 容 備考(添付書類）



様式３－(1)

領収書整理票
(会派名：）

整理番号｜｜使途期
|鯛査研究費|研修費|会議費|爽料作成費|爽料購入畳|広報費|事務費|人件費’

●

按分率 按分後令廻

=雲番号｜｜使途項目
|鯛査研究費|研修費|会議費|資料作成費|資料鯛入費|広報費|事務費|人件費’

按分率 按分後金麺

※ 領収書は重ならないように貼付すること｡なお､領収書が大きい場合は､記入欄を一つにまとめたり､別添とすることも可能である。

※「整理番号｣欄には出納簿の該当する整理番号を記載し､｢使途項目｣欄には該当する使途項目に○を記載すること。
、●夕

按分した場合は､按分率欄及び按分後金額欄に記載すること。
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様式３－(2)

整理=号｜｜使途期

雲番号｜｜塵癖

領収書整理票
(議員名： ）

|鯛査研究費|研修費|会議費|資料作成費|資料鴎入憂|広報費|事務費|人件費’

按分率 按分後金鐙

|鯛査研究費|研修費|会議費|資料作成費|賀料購入費|広報費|事務費|人件費Ｉ

按分率 按分後金麹

※ 領収書は重ならないように貼付すること｡なお､領収書が大きい場合は､記入欄を一つにまとめたり､別添とすることも可能である。

※「整理番号｣欄には出納簿の該当する整理番号を記載し、 ｢使途項目｣欄には該当する使途項目に○を記載すること。

※按分した場合は､按分率欄及び按分後金額欄に記載すること。
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様式４－(1)

整理
番号

支払年月日
政務調査費

充当額

支払証明書

支払先 使途項目

※１塁埋杏号｣については、出納簿の整理番号と一致させること。

使途内容 備考

※按分により政務調査費を充当した場合には､｢備考｣欄に､支払総額及び按分率を記載すること。

上記のとおり相違ないことを証明します。

年月日

会派名

代表者

－１８－



様式４－(2)

整理

番号
支払年月日

政務調査費
充当額

支払証明書

支払先 使途項目 使途内容 備考

承Ｉ垂埋否号｣につい~ｑま、出納簿の塁埋番号と一致させること。

※按分により政務調査費を充当した場合には､｢備考｣欄に､支払総額及び按分率を記載すること。

上記のとおり相違ないことを証明します。

年月日

議員名

－１９－



第８使途項目の内容一覧表

】
一

項目 使途内容 活動・経費例示 留意点

閥査研究費

会派及び躍員が行う県の事務及び
地方行財政に関する鯛査研究及び調
在委託に要する調査委託費、交通
賢、宿泊費等の経費

次に掲げる活動に支出する交通費
(鉄道賀、航空賃、唯賃（タクシー

等）、有料通路料金、駐車場料金、自
家用車の燃料代）、宿泊費、郵送料、
研究会会費、調査委托賀などが咳当す
る ｡

ア県内・県外・海外鯛査、執行部からの
説明及び意見交換会

イ議者等との意見・傭報交換

ウ愉報収集及び要望活動

エ各顧鯛査委託

オ県政関係の錨員連盟、各翻研究会等の
会費

ア議会活動として、
することはできない
した場合に、
い。）。また

別途費用弁償が支給される喝合は、これに箪複又は上乗せして政務鯛盃賛を充当
（例：本会蟻、委員会等に出席するため鎚事堂に登庁するにあたり新幹線を利用

費用弁侭で支給される鉄道運貸以外の特急料金等を政務鯛査費で充当することはできな
、居住地が名古屋市内にある磯貝が本会磯、委員会等のため騒事堂へ登庁する喝合の臓

費にも、政務調査費を充当することはできない。

イ交通費としては、鉄道賃、航空質、自家用車燃料代、有料道路代、タクシー料金等の実費がある
(なお、自家用車を利用した坦合は、職員等の旅費に関する条例第１７条第２項第１号を率用し、１

km当たり２５円の車賀を実費とみなすこともできる。）。

ウ宿泊費については、朝食・夕食を含んだ実費とし、上限は設けないが、支出内容については、社会
通念上妥当な範囲内であることに留意する。

エ外部への調査研究委舵については、契約爵、成果物などによる実績確麗ができることが必要であ
る ⑪

オ鯛査研究の活動内容が鯉明できる魯類としては、会鎚等開脳通知、案内状、報告書等が該当し、こ
れらを笹理保管しておく必要がある。

研修費

会派が行う研修会、鵬演会等の実
施に要する会鳴・機材借上費、識師
蹴金等の経賢並びに他団体が開催す
る研修会、鰯演会等への所属議員及
び会派の鋼壷研究を補助する職員の
参加に要する会費、交通費、宿泊費
等の経費

磯員が行う研修会、卿演会等の実施
に要する会埋・機材借上費、鰯師謝
金等の経費並びに他団体が開催する
研修会、鱗演会等への磯員及びその
闘壷研究を補助する職員の参加に要
する会費、交通費、宿泊費等の経澱

次に掲げる活動に支出する会場費、
機材借上費、資料印刷費、鯛師謝金、
会醗用茶菓代・弁当代等，交通費、宿
泊費、会費、参加負担金などが該当す
る、

ア研修会、鯛演会、フォーラム等の実施

イ他団体が開催する研修会、鯛演会、
フォーラム等への参加

ア交通費については、「１調査研究費」と同じ。

イ宿泊費については、「１調査研究費」と同じ．

ウ研修会・鱗演会等における鱒師以外の参加者への弁当代には充当できない。

エ会費等については、その団体の活動内容や実態が政務闘査活動に適うことが必要である。例えば、
団体の活動総体が政勝圃査活動に寄与しない喝合のその団体への会費、私的な立賜で加入している団
体の会費（町内会費、ＰＴＡ会費、婦人会費、商工会費、ライオンズ・ロータリークラブ会費な
ど）、政党（県連等）本来の活動に伴う党大会費・党費・党大会賛助金、騒会内の親睦団体の会費、
他の識員の後援会や祝賀会に出席する会費、宗教団体の会費、冠婚卵祭の会費（結婚式の会費、祝賀
会の会費、祭りの経賢負担など）、意見交換を伴わない会合の会費などに対する支出は露められな
い ｡

会醗費
会派及び殿員が行う各菰会錨に要

する会場・機材借上費、資料印刷費
等の経費

次に掲げる活動に支出する会喝費、
槻材借上費、資料印刷費、鱒師閉金、
会鎚用茶菓代・弁当代等などが駿当す
る ｡

ア各穂会躍

イ各穏打合せ

ウ各種検肘会

エ県政報告会、要望聴取・意見交換会

ア自己主悩の研修会や報告会・会耀等において、躍員の選挙区内にある者に対する食畢や駅食の迩恢
は、公職選挙法で禁止されている「寄附』にあたるので留意すること。ただし、茶菓を提供すること
Iま差し支えない。

イ県政報告会等については、住民の県政に関する要望、意見の吸収に資するものである必要がある。

ウ会錨等に伴う会食等については、会鑓等と一体性・必然性を持つものに限るものとし、その限度額
Iま１人１万円とする．

エ鎚員のみで開催する会磯等での食事代には充当できない．ただし、飲物代に充当することは差し支
えない。

資料作成費
会派及び錨員が行う鯛査研究に必

要な資料の作成に要する印刷・製本
代、原稿料等の経費

調査研究に必要な資料の作成等に要する印刷・製本代、原稿料、コピー代などが
咳当する。

ア作成した資料については、整理保管しておく必要がある。



項目

資料蝋入費

広報費

事務費

匿

人件費

使途内容

会派及び錨員が行う調査研究に必
要な図譜・資料等の賎入に要する爵
箱蝋入代、新聞雑肱賜読料等の経費

会派が及び磯貝行う議会活動及び
県政に関する政策等の広報に要する
広靭紙・報告書等印刷費、送料、交
通費等の経費

会派が行う調査研究に係る事務の
遂行に要する事務用品・鯛品鵬入
費、通侭費等の経費
錨員が行う調盃研究に係る事務の

遂行に要する事務用品・術品購入
費、通信費、事務所費及び自動車
リース料等の経費

会派及び儀員が行う調査研究を楠
助する職員の願用に要する給料、手
当、社会保険料、貸金等の経費

活動・経費例示

書籍の卿入、新聞雑睦の鴎腕、参考資料の餓入などが該当する。

次に掲げる活動に支川する印刷製本
ア錨会活動広報紙の発行

賢、郵送料、ホームページの作成・更
新委舵などが咳当する。

イ報告書の発行

ウホームページによる広報活動

事務用品・髄品の鴎入、事務機器の購入及びリース、餓話（携帯触臓を含む。）
の使川、インターネット接続契約、事務所の賃借料及び管理運営費（光然水費
等）、自動車のリースなどが咳当する。

調査研究を補助する職員（常勤、臨時、アルバイト等）の屈用に関する費用（給
料、各翻手当、賃金、社会保険料など）が該当する。

留意点

ア既入部数については、社会通念上相当と認められる部数とする。

イー般に娯楽性が高いと判断される週刊麓等の雑臆類、スポーツ新聞等の経費には、特段の事憎がな
い限り充当できない。

ウ鯛入した啓輔等の名称が領収番、レシートに記戦されていない場合は、名称を領収密整理票（様式
3）に付記しておく。

ア広報の内容については、錨会活動報告、県政の施策に関する報告など、住民の意見を認会摘勤に灰
映させることを目的とするものであることが必要である。

ア脳入・リースするものについては、調査研究活動に対する有用性が高く、一般的に直接必妥と脇め
られるものであることが必要である。

イ資産形成につながるようなものの蝋入は認められない。

ウ自動車の購入や車検・保険等の維持費については、資産形成につながるため、充当は認められな
い ｡

エ自動車のリース料については、議員の活動の多面的な性格はもとより、他の活動にも使用できる自
動車の性格を踏まえ、按分による支出とし、適用する按分割合は、使用実績に応じたものとする。
なお、充当できるリース単は１台とし、その充当金額については年間８０万円を上限とする（自動

車リースを業とする会社からの契約に限る。また、任意保険料や違約金等は対象外とする。）。

オ事務所の要件としては、外形上の形態を有し、応接・事務スペースや事務用備品等を有しているこ
と、実際に磯貝の調査研究に使用されていること等が必要である。

力事務所費としては、事務所の光熱水費、接客用附股駐車場借上料、消掃・警備委妊、小修繕等が麗
められる。

キ事務所の卿入については、充当は鯉められない。また、自己（生計を一にしている親族も含む。）
所有の事務所に賃借料相当を計上することも鰐められない。

ア雇用単価については、社会通念上妥当な範囲内である必要がある。

イ屈川実態等を明確にする雇用契約書、勤務実績表、給与支払簿等を伽えることが必要である。

ウ人件費における政務鯛査費の充当額の算出については、被屈用者の勤務実態に合わせるものとし、
政務圏在とその他の業務が併存している喝合は、政務鯛査にあたる従事割合を勘案して按分により政
務調査賀の充当額を算出するものとする。

エ親族の雇用にあたっては、疑義が生じることがないよう、屈用条件等を明砿にするとともに、税務
上の手続きに留意する必要がある。



【付録】

● 地方自治法(抄）

●

愛知県議会における政務調査費の交付に関する条例

●

愛知県議会における政務調査費の交付に関する規程



法（抄）
墾
桓

昭和22年４月17日法律第67号

〔調査・出頭証言及び記録の提出請求並びに政務調査費等〕

第100条

１４普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究に資す

るため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務調査費を

交付することができる。この場合において、当該政務調査費の交付の対象、額及び交付

の方法は、条例で定めなければならない。

１５前項の政務調査費の交付を受けた会派又は議員は、条例の定めるところにより、当該

政務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする。
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愛知県議会における政務調査費の交付に関する条例
平成13年３月27日条例第41号

改正平成14年７月12日条例第46号

改正平成20年３月25日条例第30号

改正平成23年３月29日条例第31号

（趣旨）

第１条この条例は､地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第１４項及び第１５項の規定に基づき、

愛知県議会（以下「議会」という｡）における政務調査費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
（政務調査費の交付）

第２条政務調査費は、議会における会派（その所属議員が一人の場合を含む。以下同じ｡）及びその所属
議員に対し、交付する。

（政務調査費の額等）

第３条政務調査費の額は、会派の所属議員一人当たり月額50万円とする。

２会派は、前項に規定する所属議員一人当たりの金額を、会派に配分する額及びその所属議員に配分す

る額に一律に区分するものとする。

３会派に対する政務調査費の額は、前項の規定により会派に配分する額として区分された額に、毎月の

初日におけるその所属議員の数を乗じて得た額とする。

４会派の所属議員に対する政務調査費の額は、第２項の規定によりその所属議員に配分する額として区

分された額とする。

５月の中途において、議会の議員の任期満了、辞職、失職、除名若しくは死亡、議会の議員の所属会派

からの脱会若しくは除名又は議会の解散があった場合には、当月分の政務調査費の交付については、こ

れらの事由が生じなかったものとみなす。一の会派が他の会派と合併し、会派が解散し、又は会派が第
２項の規定により区分した政務調査費の配分額を変更した場合も、同様とする。

６各会派の所属議員の数の計算については、同一議員につき重複して行うことができない。
（会派の届出）

第４条会派は、会派及びその所属議員が政務調査費の交付を受けようとするときは、当該会派の代表者
を定め、その代表者は、次に掲げる事項を議会の議長に届け出なければならない。
（１）会派の名称

（２）代表者の氏名

（３）政務調査費経理責任者の氏名

（４）所属議員の数及び氏名

（５）前条第２項の規定により区分した政務調査費の配分額

２前項の規定により届け出た事項に変更が生じたときは、会派の代表者は、速やかにその旨を議会の議
長に届け出なければならない。

３第１項の規定により届け出られている会派が解散したときは、その代表者であった者は、速やかにそ
の旨を議会の議長に届け出なければならない。
（会派の通知）

第５条議会の議長は､毎年､４月１日において前条第１項の規定により届け出られている会派について、
同月５日までに、同項各号に掲げる事項を知事に通知しなければならない。

２議会の議長は、年度の中途において、前条各項の規定による届出があったときは、速やかにその旨を
知事に通知しなければならない。

（政務調査費の交付の決定等）

第６条知事は、前条第１項の規定による通知又は第４条第１項若しくは第２項の規定による届出（同項
の規定による届出にあっては、議員でなかった者又は議会における会派に所属していなかった議員が新
たに会派の所属議員になったことによるものに限る｡）があった旨の前条第２項の規定による通知を受け
たときは、速やかに当該通知に係る会派及び議員の当該年度分における政務調査費の交付の決定をしな
ければならない。

２知事は、第４条第２項又は第３項の規定による届出があった旨の前条第２項の規定による通知を受け
た場合であって、前項の規定により交付の決定をした政務調査費の額に変更があるときは、速やかに当
該決定を変更しなければならない。

３知事は、前２項の規定により政務調査費の交付の決定又はその変更をしたときは、速やかにその旨を
当該会派の代表者（解散した会派にあっては、代表者であった者）及び議員（議員であった者を含む｡）
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に通知しなければならない。

（政務調査費の請求及び交付）

第７条前条第３項の規定による交付の決定の通知を受けた会派の代表者及び議員は､毎月５日までに(同
日後に当該通知を受けた場合にあっては、当該通知を受けた後速やかに)、当月分の政務調査費を知事に

請求しなければならない。

２知事は、前項の規定による請求があったときは、速やかに政務調査費を当該会派及び議員に交付しな
ければならない。

（政務調査費の使途）

第８条会派及び議員は、政務調査費を次に掲げる費用に充てなければならない。

（１）調査研究費

（２）研修費

（３）会議費

（４）資料作成費

（５）資料購入費

（６）広報費

（７）事務費

（８）人件費

２前項各号に掲げる費用の使途基準は、議会の議長が定める。

（収支報告書等の提出）

第９条会派の代表者及び議員は、当該会派及び議員の前年度における次に掲げる事項を記載した政務調
査費に係る収入及び支出の報告書（以下「収支報告書」という｡）を、毎年４月３０日までに、議会の議
長に提出しなければならない。

（１）政務調査費に係る収入の総額

（２）政務調査費に係る支出の総額並びに前条第１項各号に掲げる費用ごとの支出の額及び主たる支出
の内訳

（３）政務調査費に係る収入の総額から政務調査費に係る支出の総額を控除した額

２会派が解散したときは、その代表者であった者は、前項の規定にかかわらず、当該年度の４月から当
該会派が解散した日の属する月までの間における収支報告書を、その翌月の末日までに、議会の議長に
提出しなければならない。

３政務調査費の交付を受けた議会の議員が議員でなくなったときは、当該議員であった者又はその相続
人は、第１項の規定にかかわらず、当該年度の４月から当該議員でなくなった日の属する月までの収支
報告書を、その翌月の末日までに議会の議長に提出しなければならない。

４前３項の収支報告書を提出するときは、政務調査費による支出に係る領収書その他の支出の事実を証
する書類の写し（以下「領収書等の写し」という｡）を併せて提出しなければならない。
（議長の調査）

第１０条議会の議長は、前条各項の規定により収支報告書及び領収書等の写し（以下「収支報告書等」と
いう｡）が提出されたときは、必要に応じ、政務調査費の適正な運用を図るための調査を行うことができ
る。

（政務調査費の返還）

第１１条知事は､会派および議員が交付を受けた政務調査費に係る収入の総額から当該会派及び議員が行
った政務調査費に係る支出（第８条第１項各号に掲げる費用に充てたものに限る｡）の総額を控除して残
余があるときは、当該会派及び議員（議員であった者又はその相続人を含む｡）に対し、当該残余の額に

・相当する額の政務調査費の返還を命ずることができる。
（収支報告書等の保存及び閲覧）

第１２条第９条各項の規定により提出された収支報告書等は、これを受理した議会の議長において、これ
を提出すべき期限の翌日から起算して５年を経過する日まで保存しなければならない。

２何人も、議会の議長に対し、前項の規定により保存されている収支報告書等の閲覧を請求することが
できる。

３議会の議長は、前項の規定による請求があった場合において、当該請求に係る領収書等の写しの一部
に愛知県情報公開条例（平成１２年愛知県条例第１９号）第７条各号に掲げる情報又は会派及び議員の活
動に関する情報であって公にすることにより会派及び議員の活動に著しい支障を及ぼすおそれのあるも
のが記録されているときは、当該情報が記録されている部分を除いた部分につき、閲覧に供するものと
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前の例による。

一

一
ｍ
巌
屋
叩
叩
》

《
叩
″
〃
恥
一

一

する。

（委任）

第１３条この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、議会の議長が定める。
附 則

lこの条例は、平成１３年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
２第４条第１項の規定による届出は、平成１３年４月１日前においても行うことができる。

附則（平成１４年７月１２日条例第46号）

この条例中（中略）第２条の規定は公布の日から施行する。

附則（平成20年３月２５日条例第30号）

１この条例は、平成20年４月１日から施行する。

２改正後の愛知県議会における会派に対する政務調査費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行

の日以後に交付する政務調査費について適用し、同日前に交付された政務調査費については、なお従前

の例による。

附則（平成20年10月１４日条例第42号抄）

この条例は、公布の日から施行する。

附則（平成23年３月２９日条例第３１号）

１この条例は、平成23年５月１日から施行する。

２改正後の愛知県議会における政務調査費の交付に関する条例の規定(第９条第４項の規定を除く｡)は、

この条例の施行の日以後に交付する政務調査費について適用し、同日前に交付された政務調査費につい
ては、なお従前の例による。

３改正後の愛知県議会における政務調査費の交付に関する条例第９条第４項の規定は、この条例の施行
の日以後の政務調査費による支出について適用し、同日前の政務調査費による支出については、なお従



愛知県議会における政務調査費の交付に関する規程

平成13年３月27日議会告示第１号

改正平成20年３月２５日議会告示第１号

改正平成23年３月29日議会告示第２号

（趣旨）

第１条この規程は､愛知県議会における政務調査費の交付に関する条例(平成１３年愛知県条例第４１号。

以下「条例」という｡）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

（会派の届出）

第２条条例第４条第１項の規定による届出は、様式第１によるものとする。

２条例第４条第２項の規定による届出は、様式第２によるものとする。

３条例第４条第３項の規定による届出は、様式第３によるものとする。

（政務調査費の請求）

第３条条例第７条第１項の規定による請求は、様式第４によるものとする。

（政務調査費の使途基準）

第４条条例第８条第２項の愛知県議会（以下「議会」という｡）の議長が定める使途基準は、会派に対す

る政務調査費については別表第１、会派の所属議員に対する政務調査費については別表第２のとおりと
する。

（収支報告書）‘

第５条条例第９条第１項から第３項の規定による収支報告書の提出は、様式第５によるものとする。
（収支報告書の写しの送付）

第６条議会の議長は、条例第９条第１項から第３項の規定により提出された収支報告書の写しを知事に
送付するものとする。

（期限の特例）

第７条条例第９条第１項から第３項の収支報告書を提出すべき期限が県の休日に関する条例（平成元年
愛知県条例第４号）第１条第１項に規定する県の休日に当たるときは、その翌日をもってその期限とみ
なす。

（書類等の整理等）

第８条会派の政務調査費経理責任者及び議員は、政務調査費の支出について、会計帳簿を調製し、その
内訳を明確にするとともに、証票類等の整理及び保管をし、これらの書類を条例第９条第１項から第３
項の収支報告書を提出すべき期限の翌日から起算して５年を経過する日まで保存しなければならない。
（収支報告書等の閲覧）

第９条条例第１２条第２項の規定による収支報告書等の閲覧は､条例第９条第１項から第３項の収支報告
書を提出すべき期限の翌日から起算して６０日を経過する日の翌日から、することができる。

２条例第１２条第２項の規定による収支報告書等の閲覧は､議会の議長が指定する場所で､執務時間中に
しなければならない。

３収支報告書等は、前項の場所以外に持ち出すことができない。

４収支報告書等は、丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。

５前３項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
６前各項に定めるもののほか､条例第１２条第２項の規定による収支報告書等の閲覧に関し必要な事項は、
議会の議長が定める。

附則

この規程は、平成１３年４月１日から施行する。ただし、第２条第１項の規定は、同年３月２７日から施
行する。

附則（平成２０年３月２５日議会告示第１号）

１この規程は、平成２０年４月１日から施行する。

２改正後の愛知県議会における会派に対する政務調査費の交付に関する規程の規定（別表の規定を除
く｡）は、この規程の施行の日以後に交付する政務調査費について適用し、同日前に交付された政務調査
費については、なお従前の例による。

附則（平成２３年３月２９日議会告示第２号）

lこの規定は平成２３年５月１日から施行する。

２改正後の愛知県議会における政務調査費の交付に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に交
付する政務調査費について適用し、同日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。

－２７－



別表第１（第４条関係）

会派に対する政務調査費の使途基準

費 用

調査研究費

研修費

会議費

資料作成費

資料購入費

広報費

事 務費

人件費

内 容

会派が行う県の事務及び地方行財政に関する調査研究及び調査

委託に要する調査委託費、交通費、宿泊費等の経費

会派が行う研修会、講演会等の実施に要する会場・機材借上費、

講師謝金等の経費並びに他団体が開催する研修会、講演会等への

所属議員及び会派の調査研究を補助する職員の参加に要する会

費、交通費、宿泊費等の経費

会派が行う各種会議に要する会場・機材借上費、資料印刷費等の

経費

会派が行う調査研究に必要な資料の作成に要する印刷・製本代、

原稿料等の経費

会派が行う調査研究に必要な図書、資料等の購入に要する書籍購

入代、新聞雑誌購読料等の経費

会派が行う議会活動及び県政に関する政策等の広報に要する広

報紙・報告書等印刷費、送料、交通費等の経費

会派が行う調査研究に係る事務の遂行に要する事務用品・備品購

入費、通信費等の経費

会派が行う調査研究を補助する職員の雇用に要する給料、手当 、

社会保険料、賃金等の経費
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別表第２（第４条関係）

会派の所属議員に対する政務調査費の使途基準

費 用

調査研究 費

研修費

会議費

資料作成 費

資料購入 費

広報費

事務費

人件費

内 容

議員が行う県の事務及び地方行財政に関する調査研究及び調査

委託に要する調査委託費、交通費、宿泊費等の経費

議員が行う研修会、講演会等の実施に要する会場・機材借上費、

講師謝金等の経費並びに他団体が開催する研修会、講演会等への

議員及びその調査研究を補助する職員の参加に要する会費、交通

費、宿泊費等の経費

議員が行う各種会議に要する会場・機材借上費、資料印刷費等の

経費

議員が行う調査研究に必要な資料の作成に要する印刷・製本代、

原稿料等の経費

議員が行う調査研究に必要な図書、資料等の購入に要する書籍購

入代、新聞雑誌購読料等の経費

議員が行う議会活動及び県政に関する政策等の広報に要する広

報紙・報告書等印刷費、送料、交通費等の経費

議員が行う調査研究に係る事務の遂行に要する事務用品・備品購

入費、通信費、事務所費、自動車リース料等の経費

議員が行う調査研究を補助する職員の雇用に要する給料、手当 、

社会保険料、賃金等の経費
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様式第１（第２条関係）

会

愛知県議会議長 殿

派届

会派の名称

代表者の氏名

年月日

印

愛知県議会における政務調査費の交付に関する条例第４条第１項の規定によ

り、下記のとおり届け出ます。

記

１会派の名称

２代表者の氏名

３政務調査費経理責任者の氏名

４ 所 属 議員の数

５所属議員の氏名別添名簿のとおり

６ 政務調査費の配分額

会派（１人当たりの月額）

議員（１人当たりの月額）

計

備考用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。
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円
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印

様式第２（第２条関係）

届出事項変更届

年月日

愛知県議会議長 殿

会派の名称

代表者の氏名

愛知県議会における政務調査費の交付に関する条例第４条第２項の規定によ

り、下記のとおり届け出ます。

記

１変更年月日

２変更内容

２変更が生じた事項のみ記載すること。

備考１用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。
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区分 変更後 変更前

会派の名称

代表者の氏名

政務調査費経理

責任者の氏名

所属議員の数

所属議員の氏名
(新たに所属議員となった議

員の氏名）

(所属議員でなくなった議員

の氏名）

政務調査費

の配分額

会派(１人当たりの月額）

議員(１人当たりの月額）
円
円

計500,000円

会派(１人当たりの月額）

議員(１人当たりの月額）
円
円

計500,000円



殿

会派の名称

代表者であった者の氏名

派解散届
今
云

年月日

愛知県議会議長

様式第３（第２条関係）

印

愛知県議会における政務調査費の交付に関する条例第４条第３項の規定によ

り、下記のとおり届け出ます。

記

１解散した会派の名称

２解散した年月日

備考用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。

一

《
｜
叩
ロ
グ
生
】

《
叩
く
己
叩
》



会派の名称

代表者の氏名

政務調 査費
華
覗 求書

年月日

愛知県知事 殿

様式第４（その１）（第３条関係）

愛知県議会における政務調査費の交付に関する条例第７条第１項の規定によ

り、下記のとおり請求します。

記

１ 金円

ただし、 年月分（所属議員の数）

２所属議員の氏名別添名簿のとおり

●

備考用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。

－３３－



様式第４（その２）（第３条関係）

政 務 調査費請求書

愛知県知事 殿

氏名

（所属会派名

年月日

印

）

愛知県議会における政務調査費の交付に関する条例第７条第１項の規定によ

り、下記のとおり請求します。

記

金 円

ただし、 年月分

●

備考用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。
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様式第５（その１）（第５条関係）

愛知県議会議長 殿

会派の名称

代表者の氏名

（代表者であった者の氏名）

年月日

印

年度政務調査費収支報告書について（提出）

愛知県議会における政務調査費の交付に関する条例第９条第１項（第２項）

に基づき、別紙のとおり年度政務調査費収支報告書を提出します。

備考用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。

Ｑ

－３５－



(単位：円）

２摘要の欄には､主たる支出の内訳を記載すること｡なお､当該欄が不足する場合には、
別葉とすること。

年度政務調 査 費 収 支 報 告 書

会派名

１収入

政務調査費 円

一

《
卵
』
叩
叩
》

《
叩
く
至
即
》

一

円

２支出

別紙

備考１用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。

３ 残 余

費用 支出額 摘要

調査研究費

研修費

会議費

資料作成費

資料購入費

広報費

事務費

人件費

合計



●

様式第５（その２）（第５条関係）

愛知県議会議長 殿

氏名

（所属会派名

年月日

印

）

年度政務調査費収支報告書について（提出）

愛知県議会における政務調査費の交付に関する条例第９条第１項（第３項）

に基づき、別紙のとおり年度政務調査費収支報告書を提出します。

備考用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。

－３７－



別紙

１収入

政務調査費

２支出

費用

調査研究費

研修費

会議費

資料作成費

資料購入費

広報費

事務費

人件費

合計

３残余

年度政務調査費収支報告書

氏名

円

(単位：円）

支出額 摘要

円

備考１用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。

２摘要の欄には、主たる支出の内訳を記載すること。なお、当該欄が不足する場合に
は、別葉とすること。
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